
措置済み 検討中

1
ブリックホール使用料に係る督促状の未発送及び延滞
金の未徴収について

市民生活部
文化振興課 ○ 令和3年11月25日

2 長崎市民網場プールの団体利用について
市民生活部
スポーツ振興課 ○ 令和3年11月25日
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措置済み 検討中

1

　長崎市使用料等の延滞金及び督促手数料に関する条例第2 条第1
項により、使用料等を納期限までに納付しない者に対しては、納期
限後30 日以内に督促状を発しなければならないと規定されている
が、これを行っていなかった。
また、本来督促状を発し、同条例第4 条第1 項により督促を受けた
者から延滞金を徴収すべきであるが、督促状を発していないため徴
収していなかった。
督促状の発送は債権管理の前提となる重要な行為であるため、条例
の規定に基づき適切に督促状を発し、納期限の翌日から納付の日ま
での期間の日数に応じた延滞金の徴収について適正な事務処理を行
われたい。

市民生活部
文化振興課 ○

担当者の不在時や異動時にも、適正な事務処理が行えるよう、事務
処理マニュアルを見直す他、チェックシートを作成し、電算システ
ムや歳入金徴収簿で定期的に確認することとし、徴収困難な事案が
発生した場合には、別途所属長まで報告するなど、状況の共有を徹
底する。

2

長崎市民網場プールの団体利用については、長崎市民水泳プール条
例施行規則第9条の規定により利用する日の7 日前までに水泳プー
ル団体利用許可申請書を提出し、同申請に係る許可をしたときは、
水泳プール団体利用許可証を交付することと規定され、その際の使
用料は長崎市民プール条例別表第2 の団体使用料に規定する額とな
る。
しかし、長崎市民網場プールの団体利用について、水泳プール団体
利用許可申請書が提出されていないにもかかわらず、団体で利用さ
せ長崎市民水泳プール条例別表第2に規定する団体使用料の額を徴
収していた。
長崎市民網場プールの団体利用及び団体使用料の適用については、
長崎市民水泳プール条例及び同条例施行規則の規定に基づき適正な
事務処理を行われたい。

市民生活部
スポーツ振興課 ○

令和３年度から、長崎市民網場プールを団体で利用しようとする場
合、長崎市民水泳プール条例施行規則に基づき、利用する日の７日
前までに水泳プール団体利用許可申請書を提出させるよう改めた。
なお、今回の見直しの徹底を図るため、職員に対して適切な事務処
理について周知するとともに、団体利用の実績がある施設周辺の学
童クラブや保育園等へ文書により周知した。
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